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議会運営委員会記録 

令和７年２月５日  

（午前11時16分 開会） 

委員長 ：ただいまの出席委員は６名であります。 

定足数に達していますので、これより議会運営委員会を開会します。 

録画、録音、写真撮影を許可していますので、御了承願います。 

初めに、お諮りいたします。 

本日は、議会改革について、多岐にわたる内容の協議であることから、委員外議員か

らの発言も随時受けたいと思いますが、さよう進めることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、委員外議員の発言も随時受け付けながら進行いたします。 

本日の案件は御案内のとおりです。 

初めに、(1)の予算・決算審査常任委員会の設置についてを議題といたします。 

この項目については、12月12日の委員会において既に提案説明を行っております。 

本日は、内容について質疑、意見交換を行いたいと思います。 

なお、事前に意見の提出がありましたのは、輝郷会のみでありました。 

内容につきましては、タブレットのほうに掲載のとおりでございますので、輝郷会の

ほうから補足があれば説明をお願いいたします。 

小野寺委員。 

小野寺委員：ありません。 

委員長 ：特にないということでありますので、質疑、意見交換を行います。 

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、以上で質疑、意見交換を終わります。 

協議スケジュールにおいては、次回の委員会で決を採る予定となっております。 

意見が一致するようであれば予定どおりに進めたいと思いますので、本日の協議結果

を各会派にお持ち帰りいただき、各会派内で改めて確認をお願いいたします。 

以上で、(1)の予算・決算審査常任委員会の設置についての協議を終わります。 

次に、(2)女性・学生・模擬議会の開催についてを議題といたします。 

この項目につきましても、12月12日の委員会で既に提案説明を行っております。 

事前の意見の提出がありましたのは、こちらも輝郷会のみとなっております。 

内容はお手元に配付のとおりであります。 
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輝郷会のほうから補足説明があればお願いいたします。 

小野寺委員。 

小野寺委員：本来であれば早速取り組む必要があるというような思いでありますけれども、任期

と、あと市民と議員の懇談会等のスケジュールで事務的に開催すること、今任期中に開

催するというのは難しいという思いでこういう提案をしたところでございます。 

委員長 ：質疑、意見交換を行います。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、以上で質疑、意見交換を終わります。 

この項目につきましても、協議スケジュールでは次回の委員会で決を採る予定になっ

ております。 

本日の協議結果を各会派にお持ち帰りいただき、各会派内で改めて確認をお願いいた

します。 

以上で、(2)の女性・学生・模擬議会の開催についての協議を終わります。 

次に、(3)ＰＤＣＡサイクル・議会外部評価についてを議題といたします。 

項目は別になっておりますが、関連があると思われましたので、併せて協議いたしま

す。 

なお、協議スケジュールに基づきまして、本日は正副委員長でまとめた内容について

の提案と説明にとどめたいと思いますので、御了承願います。 

事務局から提案内容の説明をさせます。 

熊谷書記。 

熊谷書記：それでは、項目10のＰＤＣＡサイクル、項目11の議会外部評価について説明いたしま

す。 

まず現状と課題のところですけれども、ＰＤＣＡサイクル、いわゆるＰｌａｎ、Ｄｏ、

Ｃｈｅｃｋ、Ａｃｔｉｏｎの仮説検証プロセスですけれども、これを循環させて、議会

運営の向上を高める具体的な仕組みにつきましては、一部、政策提言の実施に係るガイ

ドラインにおいて組み入れておりますけれども、議会運営の向上を高めるような具体的

な仕組みというのは現時点では取り入れていないところでございます。 

それから、議会の評価ですけれども、こちらも評価の目的や、そもそも何を評価する

のか、誰が評価するのか、評価してどうするのかなどを定めたものがありませんので、

外部評価も実施していないというところでございます。 

これが現状でございます。 

なお、前回の議員任期の最後、令和３年の秋になりますけれども、議会基本条例に基

づいた議会活動の評価・検証を各会派単位で行っていただいております。 

これは任意で行ったという経過になります。 

次に、箱書きの正副委員長の提案になりますけれども、そもそも評価・検証を行うと
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いうことを定めたものがありませんので、評価・検証を行うことのよりどころ、根拠を

定めまして、そして、評価検証の目的、対象、評価主体などを定めてはどうかという提

案になります。 

他市の事例などを研究しますと、他市議会におきましては、議会基本条例において、

議会基本条例の目的、いわゆる議員の責務であったり、議員の活動の原則になりますけ

れども、そういった目的が達成されているかどうかについて評価・検証することを定め

ております。 

次のページ以降に、岩手県内他市の議会の事例ということで、各市議会の議会基本条

例の中において、評価・検証に係る条文があるものを抜き出しております。 

後で御覧いただきたいと思います。 

当市議会の議会基本条例におきましては、こういった条文がございませんので、評

価・検証の項目を議会基本条例に追加することで、評価・検証を実施するよりどころに

してはどうかといった提案となります。 

それから、議会基本条例の改正につきましては、現在の任期内に議会へ上程すること

を目途に、議会運営委員会において検討・調整を進める案といたしておりますし、それ

と並行しまして、外部評価の導入の可否であったり、ＰＤＣＡサイクルの具体的な仕組

みづくりなどの協議も進めてはどうかといった提案でございます。 

なお、議会の外部評価につきましては、議会モニターを活用することで対応できない

かといったところを、議会モニターの所管となっている広聴広報委員会で検討しており

ましたけれども、議会モニターの職務を超えた内容になってしまうのではないかといっ

た意見や、議会モニターは公募としておりますので、委員によってその考え方や意識に

ばらつきがあることなどから、現状の議会モニター制度の中ではこの議会モニターが外

部評価者となることは難しいのではないかと、そういった意見があったところでござい

ます。 

説明は以上でございます。 

委員長 ：説明が終わりました。 

冒頭申し上げましたとおり、本日は提案と説明のみにとどめ、次回の委員会において

協議を行いたいと思います。 

委員各位におかれましては、提出した案について、各会派等にお持ち帰りいただき、

御検討いただきたいと思います。 

以上で、ＰＤＣＡサイクル、議会外部評価についての協議を終わります。 

次に、(4)の一関市議会の個人情報の保護に関する条例の改正についてを議題といた

します。 

初めに、事務局から説明させます。 

熊谷書記。 

熊谷書記：一関市議会の個人情報の保護に関する条例の一部の改正ということでございます。 

改正の背景、理由になりますけれども、そもそも法律が改正になったということで、

矢印の下のところにありますけれども、行政手続における特定個人を識別するための番
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号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバーの関係です。 

以下、番号利用法と申し上げますけれども、この番号利用法の第２条中に新たに第８

項が新設されたようで、以下の項番号が順次繰下げになったということでございます。 

一関市の個人情報の保護に関する条例の中においても、この番号利用法の条文を引用

しているところがありますので、法改正に伴って所要の改正が必要になっているという

ところでございます。 

２の改正の内容ですけれども、今申し上げましたとおり、条例中にあります番号利用

法第２条第何項というところを法律に合わせるような形で変更したいと思います。 

それから、全国市議会議長会で作成している条例の例というのがあるのですけれども、

その条例の例の中で、内容まで関わらないのですけれども、語句の修正の連絡が入って

おりました。 

これも全国市議会議長会の例に沿った形で改正をしてはどうかといったことでござい

ます。 

３の改正までの手続ですけれども、まず条例の改正案を事務局のほうで作成いたしま

して、議会運営委員会にお示ししたいと思っております。 

それから、(2)ですけれども、これは岩手県内だけではなくて、全国の市議会でこの

条例を作成しておりますので、岩手県内他市の状況なども踏まえまして、適時、議会に

条例改正の議案を上程できればというように考えております。 

以上でございます。 

委員長 ：説明が終わりましたので、質疑、意見交換を行います。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：質問がございませんので、以上で質疑、意見交換を終わります。 

お諮りします。 

一関市議会の個人情報の保護に関する条例の改正については、事務局から説明のあっ

た内容を踏まえ、条例の改正に向けて進めていきたいと思います。 

さよう進めることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

以上で、一関市議会の個人情報の保護に関する条例の改正についての協議を終わりま

す。 

次に、２、その他に入ります。 

皆様から何かございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 
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委員長 ：なければ、以上で予定した案件の協議を終わります。 

本日の協議事項につきましては、各会派等へお持ち帰りの上、御報告をお願いします。 

なお、次回の議会改革に係る議会運営委員会の開催日程につきましては、後日連絡い

たしますので、よろしくお願いします。 

本日の委員会を終了いたします。 

お疲れさまでした。 

（午前11時29分 終了） 


